
アクション・プラン ～出先機関の原則廃止に向けて～ の概要

１． 出先機関の事務・権限をブロック単位で移譲することを推進

（１） 広域連合制度を活用するための諸課題について検討を行った上で、新たな広域行
政制度を整備（具体的意思を有する地域との間で、十分な協議・調整）

（２） 出先機関単位で全ての事務・権限を移譲することを基本

（３） 移譲対象機関の職員の身分取扱い等に係る所要の措置を講ずる
また、移譲される事務・権限の執行に必要な財源を確保（税源移譲も検討）

（４） 平成24年通常国会に法案提出、26年度中の事務・権限の移譲を目指す

２．地方自治体が特に移譲を要望している事務・権限の取扱い

（１） 直轄道路

一般国道の直轄区間の移管については、一の都道府県内で完結す
るものについては原則移管することを基本

（２） 直轄河川

一級河川の直轄区間の移管については、一の都道府県内で完結す
る水系に属するものについては原則移管することを基本

（３） 公共職業安定所（ハローワーク）

希望する地方自治体において、無料職業紹介、相談業務等を地方自
治体の主導の下、一体的に実施
（特区制度の提案にも誠実に対応。国と地方自治体が具体的に協議して設計）

当該一体的な実施を３年程度行い、その過程でもその成果と課題を
十分検証することとし、地方自治体への権限移譲について検討
（その際、ILO第88号条約との整合性、雇用保険財政の根本に関わる議論等に留意）

３．その他

（１） 一の都道府県内でおおむね完結する事務・権限については、都道
府県に移譲

（２） 地方自治体の発意に応じ選択的実施等を行う事務・権限について

は、構造改革特区制度等の活用などにより選択的・試行的移譲を円滑
に推進（相談窓口等の体制整備を実施）

４．国の事務・権限の徹底した見直しによる出先機関のスリム化・効率化

５．財源・人員の取扱い

（１） 財源の取扱い

事務・権限の移譲及び人員の移管等に伴う財源を確保することとし、必要な措置を
講ずる

（２） 人員の移管等の取扱い
国と地方の双方の関係者により構成される横断的な体制を整備
地方移管等に当たって必要となる枠組み・ルール等を構築
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